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令和７年度第１回一般競争入札による市有財産売払い募集 応募要領 

 

 常滑市が行う「令和７年度第１回一般競争入札による市有財産売払い募集」の参加に当たっては、

本応募要領をよくお読みの上で参加してください。 

 

１ 入札物件 

（１）入札物件 

物件番号 所在 地目 現況 実測地積 予定価格 

７－１ 新開町１丁目53番 宅地 建物付き 182.20㎡ 1,110万円 

７－２ 原松町２丁目162番、163番 宅地 更地 396.48㎡ 2,000万円 

７－３ 原松町２丁目193番、194番 
学校用地 

宅地 
建物付き 3,912.04㎡ 1億2,000万円 

入札物件（以下「物件」という。）の詳細については、物件調書をご確認ください。なお、物

件調書は、参加者が物件の概要を把握するための参考資料として調査時点における一般的な調査

内容を列挙してあるものであり、記載事項は現時点で変更されている場合もあります。参加者は、

必ずご自身で諸規制及びインフラ等の状況を確認してください。現状と差異が生じた場合には、

現状が優先されます。 

＜注意事項＞ 

・物件番号７－１については、建物（建物内外の工作物及び備品を含む。）付きの物件です。予定

価格には、土地価格だけでなく建物価格も含まれています（予定価格の内訳比率は、土地

91.4％、建物 8.6％です。）ので、落札価格の建物価格相当分（落札価格の 8.6％）については、

消費税及び地方消費税相当額が別途かかります。また、建物は耐震性能を有していない場合があ

りますので、建物をそのまま使用される場合は、改修等の対応をした上で使用してください。な

お、引渡し後に自然損耗や経年変化等を原因として不具合や故障等が判明した場合でも、その補

修等の費用を本市では負担しません。 

・物件番号７－３については、建物（建物内外の工作物及び備品を含む。）付きの物件です。建物

を解体撤去することが条件となるため、予定価格は建物の解体撤去経費を控除した額となってい

ます。また、土地利用に当たっては、戸建て住宅用地として宅地造成の上、分譲販売することが

条件となります。 

 

（２）現地説明会の実施 

現地説明会は行いません。物件調書の位置図により、必ず現地を確認してください。なお、現地

を確認する際は、近隣住民の方の迷惑にならないようご配慮をお願いします。 

＜注意事項＞ 

・現地確認の際に起きた事故等について、本市は一切責任を負いません。 

・物件の引渡しは現状有姿のままで行いますので、必ずご自身において事前に現地及び諸規制につ

いて調査確認してください。 

 

２ 物件に係る参加者の承諾事項【重要事項・必ず内容をご確認ください】 

 入札の参加に当たっては、参加者は契約後に引き渡された物件について、以下のことを確認及び承

諾したものとします。 
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・物件は、現状有姿（あるがままのかたち）での引渡しとなります。従って、工作物（フェンス、

擁壁、給排水施設、舗装等）及び樹木等を含みます。 

・物件に越境物がある場合についても、現状有姿での引渡しとなります。本市では越境物を解消す

るための交渉や手続きを行いませんので、相隣関係で話し合ってください。 

・物件内に電柱等がある場合、当該電柱等の位置変更等の交渉や手続きを本市では行いません。 

・物件の地下埋設物調査、地盤調査及び土壌調査等は行いません。 

・建物を建築する場合には、建築基準法等による法的な規制や遵守事項があります。建物の設計の

ときには、あらかじめ建築可能な規模等を調査していただく必要があります。建築基準法や都市

計画法等、建物建築に関連した法令に基づく各種制限の確認は、参加者の責任において行うこと

になります。（問い合わせ先：常滑市役所都市計画課 TEL：0569-47-6123） 

・落札者は入札後、本応募要領、入札公告及び市有財産売買契約書（案）並びに物件調書、物件の

現況等について異議を申し立てること、又は内容の変更を申し出ることはできません。現物と公

告数量等が符合しない場合でも、これを理由として契約の締結を拒むことはできません。 

・買受人は契約の締結後、物件に地下埋設物、地盤の強度不足及び土壌汚染等のいかなる事由を

発見しても、これらを理由としたいかなる請求もすることはできません。引渡し後の地盤調

査・土壌汚染又は地中埋設物の調査及びそれらの撤去、上下水道・電気・ガス等の工事及び利

用申請、空中架線の撤去、接面道路上の電柱・街路樹等の移転、乗入設置、側溝整備の工事等、

引渡し後に物件の利用に必要となる各種の手続きや工事に必要となる費用の一切は買受人の負

担となります。 

・物件に係る常滑市地震ハザードマップ及び常滑市風水害ハザードマップの被害想定（ハザード

マップが、物件において災害時に被害がないこと等を保証するものではないことを含む。） 

 

３ 売買契約に付す主な特約【重要事項・必ず内容をご確認ください】 

売買契約には次の特約を付しますので、買受人はこの定めを遵守してください。詳しくは市有財産

売買契約書（案）を確認してください。 

（１）契約不適合責任の免責 

買受人は物件の引渡し後、物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを

証明した場合であっても、契約不適合を理由として履行の追完、売買代金の減額、損害賠償及び

契約の解除を請求することはできません。ただし、買受人が消費者契約法（平成 12 年法律第 61

号）第２条第１項に規定する消費者に該当する場合は、この限りではありません。 

 

（２）禁止用途 

物件を次の用途で使用すること又はこれらの用途で使用されることを知りながら所有権を第三

者に移転し、若しくは第三者に貸してはなりません。 

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号に規定

する暴力団の事務所その他これに類するもの 

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23 年法律第122 号）第２条第１項に

規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗特殊営業その他これらに類する業 

 

（３）実地調査 

本市が必要であると認めるときは、買受人に対して参考となるべく資料の提出を求める場合や物件の

実地調査等を行う場合がありますが、買受人には協力義務があります。 
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（４）建物等の解体撤去条件（物件番号７－３のみ） 

   所有権移転の日から３年以内に、物件上に存する建物を解体撤去しなければなりません。 

 

（５）土地利用条件（物件番号７－３のみ） 

   所有権移転の日から 10 年以内に、物件を戸建て住宅用地として宅地造成し、分譲販売を開始し

なければなりません。 

 

（６）違約金 

   上記（２）に違反した場合は売買代金の３割に相当する額、上記（３）に違反した場合は売買

代金の１割に相当する額を違約金として本市にお支払いいただきます。なお、物件番号７－３のみ、

上記（４）（５）に違反した場合についても売買代金の３割に相当する額を違約金として本市にお

支払いいただきます。 

 

（７）買戻特約（物件番号７－３のみ） 

   上記（２）（４）（５）に違反した場合は、本市が物件を買い戻すことができる旨の買戻しの特

約の設定登記を行います。なお、買い戻すことができる期間は所有権移転の日から 10 年とします。 

 

４ 入札参加の資格 

入札に参加できるのは、個人又は法人です。ただし、次に掲げる方は参加することができません。

なお、２名以上の連名（共有）の参加も可能ですが、連名（共有）者全員が参加資格を有している必

要があります。 

・市税に滞納がある者（参加者に納税義務がある全税目） 

・売買代金を契約書に基づき一括納入できない者 

・未成年者、成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人、又は破産者で復権を得ない者 

・「常滑市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」（平成 24 年３月１日付け常滑

市長、常滑市教育委員会教育長及び常滑警察署長締結）に基づく排除措置を受けている者 

・その他市長が入札に参加させることが不適当と認めた者 

＜注意事項＞ 

・市税の滞納状況について、本市への納税義務がない場合は今年度の住民税の課税自治体（法人の

場合は本社所在地）に対して滞納がないこととします。 

・同一世帯の方が、別々に同じ物件に入札参加することはできません。 

・入札参加資格の確認を行うために本市が警察等関係機関に対して照会を行うことについて、その

旨ご了承ください（参加者が法人の場合、役員等を含みます。）。 

 

５ 入札参加申込みの方法 

この入札に参加するためには、事前に申込みが必要です。受付期間内に受付場所へ参加申込書類

を直接持参してください（来庁日時はあらかじめ電話連絡にて予約してください。）。 

郵送、電話、ファックス、電子メール等による申込みはできません。 

（１）申込みの受付期間及び受付場所等 

 受付期間 令和８年１月16日（金）から令和８年２月５日（木）まで  

      （土日、祝日は除く。）  

 受付時間 午前９時00分から午後４時15分まで  
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 受付場所 常滑市役所３階 総務部総務課 用地管理チーム  

      電話0569-35-5111（内線3233） 0569-47-6121（ダイヤルイン）  

※上記番号へ電話していただき、必ず予約を入れてからご来庁ください。 

 

 

（２）提出書類 

申込みに当たっては、以下の書類を提出してください。 

① 一般競争入札による市有財産売払い募集 参加申込書兼誓約書（以下「申込書兼誓約書」

という。）［様式第１号］ 

  ※記入例を参考として、必要事項を記入・押印（登録印）してください。 

② 役員名簿（法人の場合のみ）［様式第２号］ 

③ 市税に滞納がないことを証明する文書（本市に納税義務がない方のみ） 

 ＜個人の場合＞ 

今年度の住民税の課税自治体の滞納なし証明書 

 ＜法人の場合＞ 

本社所在地の自治体の滞納なし証明書 

※常滑市税の納付状況は、申込書の承諾事項として本市で調査させていただきます。 

 

申込書兼誓約書に不備がある場合は受付できませんのでご注意ください。なお、提出書類

はお返ししません。  

 

（３）受取書類 

申込書兼誓約書は、受付後に写しをお渡しします。入札会場へ来場される場合に必要とな

りますので、大切に保管してください。また、入札時に使用する入札書提出用封筒について

もお渡しします。 

 

（４）所有権を共有としたい場合  

所有権の共有を希望される場合は、必ず共有予定者全員分の申込書兼誓約書を取りまとめ

て、同時にお申込みください。申込書兼誓約書は、原則として代表者が持参するものとし、

共有者全員の来庁は必須としません。 なお、共有と単有を二重で申し込むことはできません。 

 

（５）代理人が参加申込みする場合 

代理人が参加申込み（申込書兼誓約書の提出）する場合は、様式第３号の委任状を提出してくだ

さい。なお、委任者及び代理人の印は、登録印で押印ください。 

＜注意事項＞ 

・「常滑市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」（平成 24 年３月１日付け常滑

市長、常滑市教育委員会教育長及び常滑警察署長締結）に基づく排除措置を受けている方は、代

理人になることができません。 

・代理人資格の確認を行うため、本市が警察等関係機関に対して照会を行うことについて、その旨

ご了承ください（代理人が法人の場合、役員等を含みます。）。 

 

６ 入札保証金の納付 

（１）入札保証金の納付 
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入札に参加される方は、入札に先立ち入札金額の100分の５以上の入札保証金を本市に納付して

いただきます。 

 

（２）入札保証金の還付 

入札保証金は、落札者以外の方には入札完了後に還付します。落札者の入札保証金は、売買契約

後に還付します。なお、落札者が契約を締結しない場合には、本市に帰属することとなります。ま

た、入札保証金には利息を付しません。 

 

（３）入札保証金の充当 

 買受人からの申し出により、入札保証金は契約保証金の一部に充当することができます。 

 

７ 入札の方法 

（１）入札会場への入場 

入札に参加される方又はその代理人の方は、必ず入札時刻までに会場へお越しください。開始

時刻になりましたら、全参加者に対して本入札の流れについて説明を行った後、物件番号７－１、

７－２、７－３の順に入札を行います。開始時刻を過ぎますと、いかなる理由があっても会場に

は入場できませんのでご承知おきください。 

  

（２）入札の日時及び会場 

 入札日時  令和８年２月17日（火） 午前９時30分  

 入札会場 常滑市役所３階 委員会室（ 開場：午前９時00分 ）  

 控  室 常滑市役所３階 会議室  

 

（３） 入札に必要な書類等 

① 入札書[様式第４号] 

② 入札書提出用封筒（申込時にお渡しします。） 

③ 申込書兼誓約書の写し 

④ 委任状（申込時の委任状にて入札も委任している場合は省略可） 

⑤ 登録印（代理人により入札される場合は、提出した委任状の代理人の印） 

⑥ 本人確認のできる書類（運転免許証、マイナンバーカード等） 

 

（４）入札書についての注意事項 

入札書に係る作成要領は以下のとおりです。詳細は入札心得書をご確認ください。 

 提出書類の作成要領  

① 入札書 

様式第４号の入札書に入札金額及び必要事項を記入してください。 

＜注意事項＞ 

・入札者本人が入札を行う場合は、入札者欄に入札者本人の住所・氏名（法人の場合は法人の所在

地、法人名及び代表者名）を記入し、登録印で押印してください。また、共有希望で入札を行う

場合は、入札参加申込時に定めた代表者の住所・氏名（法人の場合は前記同様）を記入し、登録
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印で押印してください。 

・代理人の方が入札を行う場合は、入札者欄及び代理人欄に記入の上、代理人欄に代理人の印を押

印してください（入札者欄に入札者本人の印を押印する必要はありません。）。代理人の印は、

提出した委任状の代理人の印（登録印）を使用してください。 

・金額記入には、算用数字（0、1、2、3・・）の字体を使用し、最初の数字の前に必ず「￥」を記

入してください。 

・ボールペン等（書いた文字が消えないもの）で記入してください。 

・入札金額を訂正したい場合は新たに書き直してください（金額の訂正は訂正

印の押印があっても無効となります。）。 

② 入札書提出用封筒 

入札書提出用封筒には、必要事項を記入した上で、入札書のみを入れて封

かんし、封印をしてください。糊付けによる封かんがされていないものは

無効です。封印には、入札書に押印したものと同じ登録印（代理人の場合は、「代理人使用

印」）を使用し、封筒の継ぎ目３か所に押印してください。封印の無いものは無効です。 

 

（５） 落札者（買受人）の決定方法 

有効な入札を行った方のうち、入札書に記入された金額が本市の定めた予定価格以上で、かつ最

高の価格をもって入札した方を落札者とします。落札者となるべき同価の入札をした方が２人以上

あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定します。物件に対して入札参加申込

者が１名のみの場合、該当物件については入札を行わず、予定価格にて売却を行う場合があります。 

 

 (６) 入札の無効 

次の各号に該当する入札は無効とします。 

・入札に参加する資格がない者（参加申込みを行っていない者を含む。また、代理人に代理人資格

がない場合を含む。）の入札 

・委任状が提出されていない場合の代理人による入札 

・指定した様式以外の入札書による入札 

・入札書の記入事項が不明な入札又は入札書に記名若しくは押印のない入札 

・一人で２通以上（代理の場合も含む。）の入札書を提出した入札 

・入札金額を訂正した入札（訂正印の押印があっても無効となります。） 

・ボールペン等（書いた文字が消えないもの）以外で入札書に記入事項を記入した入札 

・予定価格を下回る金額による入札 

・封かんがされていない又は所定の箇所に押印がされていない入札書提出用封筒による入札 

・入札に関し不正の行為をした者の入札 

・その他入札に関する条件に違反した入札 

 

(７) 開札結果 

開札は入札後速やかに実施し、開札結果については入札者全員分の入札金額を発表します。 

 

８ 契約に必要な書類等の提出 

落札者は、速やかに契約に必要な書類を提出いただきます。また、提出書類は発行日から３か月以

内のものとしてください。なお、共有で申し込んだ場合は、共有者全員分の必要書類を提出してくだ

さい。 
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（１）落札者の住所等を証する書類 

＜個人の場合＞ 

住民票の写し(世帯全員) ［本籍・個人番号（マイナンバー）の記入のないもの］ 

＜法人の場合＞ 

登記事項証明書（現在事項証明書) 

 

（２）登録された実印の証明書 

＜個人の場合＞ 

印鑑登録証明書 

＜法人の場合＞ 

印鑑証明書 

 

９ 契約の締結 

落札者は、令和８年３月 19 日（木）までに本応募要領に添付の市有財産売買契約書（案）により、

買受人として本市と市有財産売買契約を締結しなければなりません。なお、市有財産売買契約書（本

市保管のもの１部）に貼付する収入印紙及び所有権移転登記（物件番号７－３については買戻特約設

定登記も含む。）に必要な登録免許税等、本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、買受

人の負担となります。 

＜注意事項＞ 

・契約は、申込書兼誓約書に記入された名義で行います。 

・落札者が期限までに契約を締結しない場合は、落札はその効力を失います。 

・本市がやむを得ないと認める理由があるときは、契約締結期限を延長する場合があります。 

・落札者が、契約締結の前に自身の負担により物件の地下埋設物調査、地盤調査及び土壌調査等の

実施を希望する場合には、その実施に必要な期間について、契約締結期限の延長協議に応じます。

なお、それらの調査結果を踏まえた契約締結の辞退は可能ですが、調査結果を要因とした売買代

金の減額及び調査費用の負担等いかなる請求も本市へ行うことはできません。 

  

１０ 契約保証金及び売買代金の納付 

売買代金の納付は、契約締結と同時に契約保証金として売買代金の100 分の10 以上を現金又は銀

行等が振り出し、若しくは支払保証した小切手により納付し、残金は契約の日から30日以内（30日

を経過した日が閉庁日の場合はその翌開庁日まで）に納付していただきます。 

＜注意事項＞ 

・納付期限までに売買代金の残金の支払いが行われなかった場合、契約が解除され、契約保証金は

本市に帰属します。 

・契約保証金は、その受入期間について利息を付しません。 

・売買代金の分割納付はできません。 

 

１１ 所有権の移転及び物件の引渡し等 

売買代金が全額納付されたときに、物件の所有権は買受人に移転し、同時に現状有姿で物件の引

渡しがあったものとします。所有権移転登記の手続きは、売買代金完納後、本市にて行います。所有

権移転登記が完了次第、買受人に登記識別情報通知をお渡しします。  

＜注意事項＞ 

・所有権の移転登記は、公簿地積で行います。実測地積と公簿地積との間に不一致が生じている場
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合でも、本市は地積更正登記をする義務を負いません。 

・金融機関からの借入金担保のために、所有権移転登記時に連件で抵当権設定登記の同時申請が必

要な場合は、事前にご相談ください。  

・共有名義で売買契約を締結した物件については、当該共有名義で所有権移転登記を行います。 

・買受人は、物件の所有権移転登記前に、当該物件に係る一切の権利義務を第三者に譲渡すること

はできません。 

・物件の取得に伴い買受人を義務者として課される公租公課は、買受人の負担となります。 

・物件の引渡しに係る本市の隣地との境界明示義務は、地積測量図に記載の座標値によるものとし

ます。 

 

１２ その他注意事項 

・本応募要領に定めのない事項は、本市契約規則その他関係法令の定めるところによります。  

・入札の公正性、競争性を確保するため、入札参加状況等の問い合わせには一切お答えできません。  

・本入札は、予告なく中止又は内容変更をする場合があります。 
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物 件 調 書
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公簿地積

　 所在地： 新開町１ 丁目53番地　 昭和52年築　 家屋番号： 53番　 登記種類： 居宅
建物の詳細

約 1. 9 km 徒歩約 24 分

参
考
事
項

・ こ の物件は、 建物付き での売却と なり ま す。
・ 予定価格には、 建物に係る 消費税及び地方消費税額は含ま れていま せん。 落札価格に対する
　 消費税相当額は、 予定価格の内訳比率（ 土地91. 4％・ 建物8. 6％） によ り 案分し た建物の金額
　 よ り 算出し ま す。
・ 土地の実測地積及び建物詳細等は以下のと おり です。
　 ［ 土地］ 新開町１ 丁目53番　  公簿地目： 宅地　 実測地積： 182. 20㎡　 公簿地積： 181. 81㎡
　 ［ 建物］ 新開町１ 丁目53番地　 昭和52年築　 家屋番号： 53番　 登記種類： 居宅
　 　 　 　 　 構造： 木造瓦葺２ 階建　 床面積　 １ 階： 58. 79㎡　 ２ 階： 33. 12㎡　 合計： 91. 91㎡
　 　 　 ※建物は、 旧耐震基準に基づいて建築さ れており 、 耐震診断を受けていま せん。
・ 土地、 建物、 構造物及び残置物（ 家電等含む） は、 現状有姿での引渡し と なり ま す。
・ 建物のアス ベス ト 調査は行っていま せん。
・ Ｐ Ｃ Ｂ 含有機器の有無については、 職員が調査し 現在は確認さ れていま せんが、 購入後に
　 発見し た場合は、 常滑市ま でご連絡く ださ い。
・ 建物内部の見学をご希望の方は、 ご相談く ださ い。
・ 所有権の移転登記は、 公簿地積で行いま す。 実測地積と 公簿地積と の間に不一致が生じ て
　 いる 場合でも 、 本市は地積更正登記をする 義務を負いま せん。

徒歩約 8 分

バ　 　 ス 知多バス 半田・ 常滑線　 常滑駅バス 停 約 0. 6 km 徒歩約 8 分

商業施設等 イ オンモール常滑 約 0. 8 km

交
通
機
関

鉄　 　 道 名古屋鉄道常滑線　 常滑駅 約 0. 6 km

小　 学　 校 常滑西小学校 約 1. 6 km 徒歩約 20 分

中　 学　 校 常滑中学校 約 4. 0 km 徒歩約 50 分

徒歩約 10 分

公
共
施
設
等

保育園等 瀬木保育園

供
給
処
理
施
設
の
状
況

施設の種類 配管等の状況 事業所名等

電　 　 気
中部電力パワ ーグリ ッ ド ㈱へ
お問い合わせく ださ い。

中部電力パワ ーグリ ッ ト ㈱半田支社 

0120-929-493

ガ　 　 ス 東邦ガス ㈱へお問い合わせく ださ い。
東邦ガス ㈱半田営業所

0569-21-1526

上　 水　 道
引込み済み。
※詳細は水道課へお問い合わせく ださ い。

常滑市水道課業務チーム

0569-47-6125

公共下水道
公共下水道整備区域
※詳細は下水道課へお問い合わせく ださ い。

常滑市下水道課業務チーム

0569-47-6124

その他の
制限

私道負担等 私道負担の有無 なし 負担等の内容

土壌調査等 土壌調査、 地盤調査等は行っていま せん。

市街化区域 用途地域 第一種住居地域

建ぺい率 60 ％ 容積率 200 ％

防火地域等 準防火地域 その他

接面道路状況 北側幅員約5. 5ｍの公道に接面

宅地

物件番号 ７ －１

物　 　 件　 　 調　 　 書
所在地 常滑市新開町１ 丁目53番 予定価格 11, 100, 000円

実測地積 182. 20 ㎡ 55. 1 坪 181. 81 ㎡ 公簿地目

　 構造： 木造瓦葺２ 階建　 床面積　 １ 階： 58. 79㎡　 ２ 階： 33. 12㎡　 合計： 91. 91㎡

法
令
等
に
基
づ
く
制
限

都市計画法
及び

建築基準法等

都市計画区域
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物件番号 ７ －１

位　 　 置　 　 図

土　 　 地　 　 詳　 　 細　 　 図
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物件番号 ７ －１

建　 　 物　 　 詳　 　 細　 　 図

１ 階 ２ 階

洋間

②
洋間

③

和室

洋間①

洋間② 洋間③ 和室

洋間

①
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公簿地積

徒歩約 11 分

参
考
事
項

・ 各筆の実測地積等は、 以下のと おり です。
　 原松町２ 丁目162番　 公簿地目： 宅地　 実測地積： 150. 48㎡　 公簿地積： 150. 48㎡
　 原松町２ 丁目163番　 公簿地目： 宅地　 実測地積： 246. 00㎡　 公簿地積： 246. 00㎡
・ 常滑幼稚園駐車場と し て利用し ていた土地です。
・ 道路と の高低差があり ま す。 現地をご確認く ださ い。
・ 土地は、 現状有姿での引渡し と なり ま す。
・ 所有権の移転登記は、 公簿地積で行いま す。 実測地積と 公簿地積と の間に不一致が生じ ている
　 場合でも 、 本市は地積更正登記をする 義務を負いま せん。

公
共
施
設
等

保育園等 瀬木保育園 約 1. 5 km 徒歩約 19 分

徒歩約 19 分

中　 学　 校 常滑中学校 約 3. 1 km 徒歩約 39 分

商業施設等 マルス 常滑駅前店 約 0. 9 km

交
通
機
関

鉄　 　 道 名古屋鉄道常滑線　 常滑駅 約 0. 8 km

小　 学　 校 常滑西小学校 約 1. 5 km

徒歩約 10 分

バ　 　 ス 知多バス 半田・ 常滑線　 常滑駅バス 停 約 0. 8 km 徒歩約 10 分

常滑市水道課業務チーム

0569-47-6125

公共下水道
公共下水道整備区域
※詳細は下水道課へお問い合わせく ださ い。

常滑市下水道課業務チーム

0569-47-6124

土壌調査等 土壌調査、 地盤調査等は行っていま せん。

供
給
処
理
施
設
の
状
況

施設の種類 配管等の状況 事業所名等

電　 　 気
中部電力パワ ーグリ ッ ド ㈱へ
お問い合わせく ださ い。

中部電力パワ ーグリ ッ ト ㈱半田支社 

0120-929-493

ガ　 　 ス 東邦ガス ㈱へお問い合わせく ださ い。
東邦ガス ㈱半田営業所

0569-21-1526

上　 水　 道
北側道路に本管あり 。 引込みなし 。
※詳細は水道課へお問い合わせく ださ い。

その他の
制限

私道負担等 私道負担の有無 なし 負担等の内容

接面道路状況 北側幅員約9. 0ｍの公道に接面

法
令
等
に
基
づ
く
制
限

都市計画法
及び

建築基準法等

都市計画区域 市街化区域 用途地域 準工業地域

建ぺい率 60 ％ 容積率 200 ％

防火地域等 指定なし その他

宅地

物件番号 ７ －２

物　 　 件　 　 調　 　 書
所在地 常滑市原松町２ 丁目162番、 163番 予定価格 20, 000, 000円

実測地積 396. 48 ㎡ 119. 9 坪 396. 48 ㎡ 公簿地目
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物件番号 ７ －２

位　 　 置　 　 図

詳　 　 細　 　 図
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公簿地積

徒歩約 11 分

参
考
事
項

・ 各筆の実測地積等は、 以下のと おり です。
　 原松町２ 丁目193番　 公簿地目： 学校用地　 実測地積： 3, 741. 68㎡　 公簿地積： 3, 741. 00㎡
　 原松町２ 丁目194番　 公簿地目： 宅地　 　 　 実測地積： 　 170. 36㎡　 公簿地積：   170. 36㎡
・ 常滑幼稚園敷地と し て利用し ていた土地です。 土地、 建物、 構造物及び残置物（ 屋内残置物等
　 を含む。 ） は、 現状有姿での引渡し と なり ま す。
・ 所有権の移転登記は、 公簿地積で行いま す。 実測地積と 公簿地積と の間に不一致が生じ ている
　 場合でも 、 本市は地積更正登記をする 義務を負いま せん。

※以下の点にご注意く ださ い
・ 建物のアス ベス ト 調査は行っていま せん。
・ Ｐ Ｃ Ｂ 含有機器の有無については、 職員が調査し 現在は確認さ れていま せんが、 購入後に発見
　 し た場合は、 常滑市ま でご連絡く ださ い。
・ 所有権移転の日から ３ 年以内に売買物件上に存する 建物を解体撤去する こ と 、 及び10年以内に
　 売買物件を戸建て住宅用地と し て宅地造成し 、 分譲販売を開始する こ と を条件と し た買戻し の
　 特約の設定登記を行いま す。
・ 隣地住宅の軒先等が売買物件へ越境し ており 、 撤去・ 解消の覚書を締結し ていま す。 買受人に
　 ついても 、 改めて越境者と 覚書を締結し ていただき ま す。

公
共
施
設
等

保育園等 瀬木保育園 約 1. 5 km 徒歩約 19 分

徒歩約 19 分

中　 学　 校 常滑中学校 約 3. 1 km 徒歩約 39 分

商業施設等 マルス 常滑駅前店 約 0. 9 km

交
通
機
関

鉄　 　 道 名古屋鉄道常滑線　 常滑駅 約 0. 8 km

小　 学　 校 常滑西小学校 約 1. 5 km

徒歩約 10 分

バ　 　 ス 知多バス 半田・ 常滑線　 常滑駅バス 停 約 0. 8 km 徒歩約 10 分

常滑市水道課業務チーム

0569-47-6125

公共下水道
公共下水道整備区域
※詳細は下水道課へお問い合わせく ださ い。

常滑市下水道課業務チーム

0569-47-6124

土壌調査等 土壌調査、 地盤調査等は行っていま せん。

供
給
処
理
施
設
の
状
況

施設の種類 配管等の状況 事業所名等

電　 　 気
中部電力パワ ーグリ ッ ド ㈱へ
お問い合わせく ださ い。

中部電力パワ ーグリ ッ ト ㈱半田支社 

0120-929-493

ガ　 　 ス 東邦ガス ㈱へお問い合わせく ださ い。
東邦ガス ㈱半田営業所

0569-21-1526

上　 水　 道
引込み済み。
※詳細は水道課へお問い合わせく ださ い。

その他の
制限

私道負担等 私道負担の有無 なし 負担等の内容

接面道路状況 北側幅員約9. 0ｍの公道に接面

法
令
等
に
基
づ
く
制
限

都市計画法
及び

建築基準法等

都市計画区域 市街化区域 用途地域 準工業地域

建ぺい率 60 ％ 容積率 200 ％

防火地域等 指定なし その他

学校用地、 宅地

物件番号 ７ －３

物　 　 件　 　 調　 　 書
所在地 常滑市原松町２ 丁目193番、 194番 予定価格 120, 000, 000円

実測地積 3, 912. 04 ㎡ 1, 183. 4 坪 3, 911. 36 ㎡ 公簿地目

15



物件番号 ７ －３

位　 　 置　 　 図

詳　 　 細　 　 図
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様式等（記入例）

17



＜記入例＞ 
（様式第1号） 物件番号 受付番号 

※ 
   

※ 

 

※欄は、記入しないでください。 

一般競争入札による市有財産売払い募集 参加申込書兼誓約書 

 

令和 ８ 年 １ 月 ○ 日 
 

常 滑 市 長 様 
                  〒 ４７９－８６１０ 

（申込者）住 所  愛知県常滑市飛香台３丁目３番地の５ 
          （所在地） 

 氏 名 常滑 太郎              ㊞ 
          （名称及び代表者氏名）                    

                 連絡先（電話）０９０－○○○○－○○○○ 
                
常滑市が行う「令和７年度第１回一般競争入札による市有財産売払い募集」に参加したいの

で、応募要領、入札心得書、物件調書等、入札に係る各書類について内容を確認及び承諾の

上、申し込みます。 
 また、入札参加資格の確認のため、常滑市税の納税状況を税務課で確認されることを承諾

するとともに、裏面の誓約書の内容について誓約し、これらが事実と相違することが判明し

た場合には、当該事実に関して貴市が行う一切の措置について異議の申立てを行いません。 
 

記 
 

物件番号 所在 

７－１ 新開町１丁目53番 

 
申込みされた場合は、受付印を押し、参加申込書のコピーをお渡しします。入札会場へ来場

の際に必要となりますので、大切に保管ください。 
 

【共有者： 有（下欄も記入）・ 無 】どちらかに〇 

代表して入札手続きを行う者の氏名又は名称等 
 

この申込書で申込む方の共有持ち分 

             ／ 

※共有予定者全員分の申込書兼誓約書が必要です。 

受 付 印 
 
 

 

常
滑 
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＜記入例＞ 

誓   約   書 

 
 
下記事項について、誓約します。 

 これらが事実と相違することが判明した場合には、当該事実に関して貴市が行う一切の措

置について異議の申立てを行いません。 
 

記 
 
１ 現在、成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人、又は破産者で復権を得ない者ではあ

りません。 
 
２ 過去２年間、地方自治法施行令第167条の４第２項第１号から第７号までの規定に該当し

たことはありません。 
 
３ 個人の場合・・・暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員の利益となる活動を行う者では

ありません。 
  法人の場合・・・役員が暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員の利益となる活動を行う

者ではありません。 
 
 

以上 
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＜記入例＞ 
（様式第２号） 
【法人による入札参加の場合に提出：令和７年度第１回一般競争入札による市有財産売払い募集用】 
 

役 員 名 簿 
令和 ８年 １ 月 ○ 日 

 
 常滑市長（あて） 

所在地 愛知県常滑市飛香台３丁目３番地の５ 

名称等 
及び 

代表者名 

株式会社 常滑商事 

代表取締役 常滑 太郎  
登録印 

※法人の登録印を押印してください。 
 

役職名 フリガナ 
生年月日 住 所 

氏名 

代表 

取締役 

トコナメ タロウ T 
S ○年○月○日 
H 

愛知県常滑市飛香台 

３丁目３番地の５ 常滑 太郎 

取締役 

トコナメ ハナコ T 
S ○年○月○日 
H 

愛知県常滑市飛香台 

３丁目３番地の５ 常滑 花子 

  T 
S  年 月 日 
H 

 
 

  T 
S  年 月 日 
H 

 
 

  T 
S  年 月 日 
H 

 
 

  T 
S  年 月 日 
H 

 
 

  T 
S  年 月 日 
H 

 
 

  T 
S  年 月 日 
H 

 
 

※法人の登記事項証明書に記載されている役員全員について、記入してください。 
※氏名の欄には必ずフリガナを記入してください。  
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役職名 フリガナ 
生年月日 住 所 

氏名 
  T 

S  年 月 日 
H 

 
 

  T 
S  年 月 日 
H 

 
 

  T 
S  年 月 日 
H 

 
 

  T 
S  年 月 日 
H 

 
 

  T 
S  年 月 日 
H 

 
 

  T 
S  年 月 日 
H 

 
 

  T 
S  年 月 日 
H 

 
 

  T 
S  年 月 日 
H 

 
 

  T 
S  年 月 日 
H 

 
 

  T 
S  年 月 日 
H 

 
 

  T 
S  年 月 日 
H 

 
 

  T 
S  年 月 日 
H 

 
 

  T 
S  年 月 日 
H 
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＜記入例＞ 

 

（様式第３号） 
令和 ８年 １月 ○ 日 

 

委  任  状 

 
常 滑 市 長 様 

 

 
私は、  飛香台  次郎   を代理人と定め、下記の権限を委任します。 

 

 
記 

 
 
令和８年２月17日貴市執行の 
 

「令和７年度第１回一般競争入札による市有財産売払い募集」に係る一般競争入札における 
 
（物件番号７－１）に関する（ 参加申込み 、入札 、一切 ）の権限（該当するものに〇） 

 
 
 
       委任者 住 所 愛知県常滑市飛香台３丁目３番地の５ 
          （所在地）  
           氏 名 常滑 太郎                ㊞ 
          （名称及び代表者氏名）                 

 
       代理人 住 所 愛知県常滑市飛香台３丁目１番地の１ 
          （所在地） 
           氏 名 飛香台 次郎               ㊞ 
          （名称及び代表者氏名）                 

常
滑 

飛
香
台 
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＜記入例＞ 
（様式第４号） 

入    札    書 

 

令和 ８ 年 ２ 月 17 日 
 
常 滑 市 長  様 
 

（入札者）住 所    常滑市飛香台３丁目３番地の５ 
    （所在地） 

氏 名    常滑 太郎            ㊞ 
    （名称及び代表者氏名）      

 
（代理人）住 所 
    （所在地） 

氏 名                     ㊞ 
    （名称及び代表者氏名）      

 
 

下記のとおり入札します。 
 

記 
 

物件番号  ７－１ 

所    在  常滑市 新開町１丁目53番 

 
 
 

入札金額  
億  百万   千   円 

入札保証金  
         

 
（注）１ 金額の数字は算用数字を用い、頭に「￥」を記入すること。 

２ 共有希望で入札を行う場合は、入札参加申込時に定めた代表者の住所・氏名（法人

の場合は前記同様）を記入し、代表者の印を押印すること。 
３ 代理人によって入札するときは、本人の住所・氏名のほか、代理人の住所・氏名を

記入し、代理人の印のみを押印すること。 

常
滑 

税抜価格を記入してください。なお、物件番号７－１については 

建物相当額（入札金額の8.6％）に別途消費税が加算されます。 

￥ １ ２ ０ ０ ０  ０ ０ ０ 

￥ ６ ０ ０ ０  ０ ０ ０ 
納付した入札保証金額を記入 

頭に「￥」を記入 
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市有財産売買契約書（案） 

 

 売払人 常滑市（以下「甲」という。）と買受人 〇〇〇〇〇〇〇〇（以下「乙」という。）とは、

次の条項により市有財産売買契約を締結する。 

 

（契約の目的） 

第１条 甲は、甲の所有する次条に掲げる物件を現状有姿のまま乙に売り払い、乙はこれを買い受

けるものとする。 

（売買物件） 

第２条 売買物件は、次のとおり。 

・土地 

所   在 地 番 地 目 実測地積（㎡） 公簿地積（㎡） 

常滑市新開町１丁目 53 番 宅地 182 20 181 81 

・建物 

所   在 地 番 構 造 

常滑市新開町１丁目 53 番 木造瓦葺２階建 

（売買代金） 

第３条 売買代金は、金〇〇〇〇〇〇〇〇円（うち消費税及び地方消費税相当額〇〇〇〇〇〇〇円

[※落札額を本市があらかじめ設定した土地及び建物の予定価格の内訳比率に応じて按分して算出

する額を元にした額]）とする。 

２ 甲及び乙は、本件が現状有姿売買であり、売買物件が地盤調査及び地下埋設物調査を行ってい

ない土地であり、売買契約後に発覚した地下埋設物等（土壌汚染を含む。）の撤去費用等が乙の負

担となっていること（第 10 条参照）、その他、乙が第 11 条記載の事項を容認していること等を

評価に含めた上で、上記売買代金が定められていることを相互に確認する。 

（契約保証金） 

第４条 乙は、本契約締結と同時に、契約保証金として金〇〇〇〇〇〇円を甲に納付しなければな

らない。 

２ 前項の契約保証金は、第 19 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。 

３ 第１項の契約保証金には利息を付さない。 

４ 甲は、乙が次条に定める義務を履行しないときは、何らの通知催告を要せず本契約を解除でき

る。この場合において、第１項に定める契約保証金は、甲に帰属するものとする。 

５ 第１項の契約保証金は、次条の金額を完納したときに、甲において売買代金に充当するものと

する。 

（代金の支払） 

第５条 乙は、売買代金のうち前条第１項に定める契約保証金を除いた金〇〇〇〇〇〇円を、甲の

指定する方法で令和〇年〇〇月〇〇日までに甲に支払わなければならない。 

（登記請求書等） 

第６条 乙は、本契約締結の際にあらかじめ登録免許税の現金領収証書を添付した所有権移転登記

物件番号７－１ 
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請求書を、甲に提出しなければならない。ただし、必要となる登録免許税の額が本契約締結時に

未確定の場合には、乙は登録免許税の額が確定次第、速やかに提出するものとする。 

（所有権の移転） 

第７条 売買物件の所有権は、乙が売買代金を完納したときに乙に移転する。 

（売買物件の引渡し） 

第８条 売買物件は、前条に定める所有権が移転したときに、甲から乙へ引き渡したものとする。 

（権利譲渡の禁止） 

第９条 乙は、売買物件の所有権移転登記が完了するまでの間は、本契約に係る権利を第三者に譲

渡してはならない。 

（地盤調査及び地下埋設物調査） 

第 10 条 乙は、甲が地盤調査及び地下埋設物調査を行っていないことを了承の上、買い受けるも

のとする。 

２ 地下埋設物等（地下埋設物に起因する土壌汚染を含む。）の存在とその確認、撤去及び撤去に伴

い必要となる土地の地盤改良や補強、土壌入換等の全ての行為（以下「撤去等」という。）につい

て、甲は一切の責任を負わないものとする。 

３ 地下埋設物等の撤去等に伴い発生する費用について、甲は一切の責任を負わないものとする。 

（容認事項） 
第 11 条 乙は、次の各号の事項を確認し、承諾の上で売買物件を買い受けるものとする。 

(１) 売買物件の近隣所有者及びその所有権を取得した第三者が、将来建築基準法及び関連する

法令に適合する範囲内において建築物を建築することにより、日照・通風・眺望等の環境が変

化する場合があること 

(２) 売買物件の周辺環境及び近隣関係は変化する場合があること 

(３) 法令に基づく制限等については、将来、法令の改正等により制限が付加及び変更される場

合等があること 

（４） 売買物件の建物は、建築から相当の年数が経過しており、躯体・基本的構造部分や付帯設

備等は相当の自然損耗や経年変化が認められ、引渡し後に自然損耗や経年変化等を原因として

不具合や故障等が判明した場合においても、その補修等の費用は乙が負担すること 

(５) 売買物件には、土地のほか、当該土地に存在する全ての工作物・地下埋設物・樹木等を含む

ものとすること 

(６) 越境物がある場合であっても現状有姿のまま引き渡すものとし、越境物解消のための交渉

や手続きは、乙の責任で行うものとすること 

(７) 上下水道・電力・ガス等の工事及び利用申請、整地・電柱移設・乗入設置・側溝整備の工事

等、売買物件の利用に必要となる各種の手続きや工事については、乙の責任において行うもの

とすること 

(８) 物件に係る常滑市地震ハザードマップ及び常滑市風水害ハザードマップの被害想定（ハザ

ードマップが、物件において災害時に被害がないこと等を保証するものではないことを含む。） 

(９) 「令和７年度第１回一般競争入札による市有財産売払い募集 応募要領」及び入札公告に

記載された一切の事項 

(10) その他、甲乙間において売買物件につき確認したこと 
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（契約不適合責任） 

第 12 条 乙は、第１条、第３条、第 10 条及び第 11 条の定めをもってしてもなお、引き渡された

売買物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないこと（以下「契約不適合」とい

う。）を証明した場合であっても、契約不適合を理由として履行の追完請求、売買代金の減額請

求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、乙が消費者契約法（平成 12

年法律第 61 号）第２条第１項に規定する消費者に該当する場合であって、契約不適合を証明し

た場合には、履行の追完請求、売買代金の減額請求、損害賠償の請求又は契約の解除について、

引渡しの日から２年以内に甲に対して協議を申し出ることができるものとし、甲は協議に応じる

ものとする。 

（禁止用途） 
第 13 条 乙は、売買物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77

号）第２条第２号に規定する暴力団の事務所その他これに類するものの用に供し、又はこれらの

用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し、若しくは貸してはならない。 

２ 乙は、所有権移転の日から 10 年間、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関す

る法律（昭和 23 年法律第 122 号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性

風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供し、又はこれらの用に供されることを知りな

がら、所有権を第三者に移転し、若しくは貸してはならない。 

（実地調査等） 
第 14 条 甲は、前条の定めに関し、必要があると認めるときは、乙に対して物件を調査し、又は

参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。 
２ 乙は、甲から要求があるときは、物件の利用状況等を直ちに甲に報告しなければならない。 
３ 乙は、正当な理由なく前２項に定める調査を拒み、妨げ若しくは忌避し、又は報告若しくは資

料の提出を怠ってはならない。 
（違約金） 
第 15 条 乙は、次の各号の事由が生じた場合は、それぞれ各号に定める金額（ただし、１円未満

の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。）を違約金として甲に支払わなければならない。 
(１) 第 13 条の義務に違反したときは、第３条第１項の売買代金の３割に相当する額 

(２) 前条の義務に違反したときは、第３条第１項の売買代金の１割に相当する額 

２ 前項の違約金は、第 19 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。 

（契約の解除） 
第 16 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、催告をしないで本契約を解除する

ことができる。 
（返還金等） 

第 17 条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただ

し、当該返還金には利息を付さない。 

２ 甲は、乙の負担した契約の費用は返還しない。 

３ 甲は、乙が売買に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。 

４ 乙は、本契約の解除により乙に損害が生じた場合でも、甲に対してその賠償を請求することが

できない。 
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（乙の原状回復義務） 

第 18 条 乙は、甲が第 16 条に定める解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件

を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が当該物件を原状に回復させることが適

当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。 

２ 乙は、前項ただし書きの場合において、売買物件が滅失又はき損しているときは、その損害賠

償として契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。また、

乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を甲に支

払わなければならない。 

３ 乙は、第１項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、

当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。 

（損害賠償） 

第 19 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償

を請求できる。 

（返還金の相殺） 

第 20 条 甲は、第 17 条第１項の定めにより売買代金を返還する場合において、乙が前条に定める

損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。 

（契約の費用） 

第 21 条 本契約の締結及び履行等に関して必要な費用は、乙の負担とする。 

（信義誠実の義務・疑義の決定） 

第 22 条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。 

２ 本契約に関し疑義があるときは、甲乙協議のうえ決定する。 

（裁判管轄） 

第 23 条 本契約に関する訴えの管轄は、名古屋地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。 

 

 

 上記の契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その１通を

保有する。 

 

 
 
令和〇年〇〇月〇〇日 

 
売払人  （甲）  常滑市飛香台３丁目３番地の５ 

常滑市 
常滑市長   伊 藤 辰 矢 

 
買受人  （乙）   
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市有財産売買契約書（案） 

 

 売払人 常滑市（以下「甲」という。）と買受人 〇〇〇〇〇〇〇〇（以下「乙」という。）とは、

次の条項により市有財産売買契約を締結する。 

 

（契約の目的） 

第１条 甲は、甲の所有する次条に掲げる物件を現状有姿のまま乙に売り払い、乙はこれを買い受

けるものとする。 

（売買物件） 

第２条 売買物件は、次のとおり。 

所   在 地 番 地 目 実測地積（㎡） 公簿地積（㎡） 

常滑市原松町２丁目 
162 番 宅地 150 48 150 48 

163 番 宅地 246 00 246 00 

合   計 396 48 396 48 

（売買代金） 

第３条 売買代金は、金〇〇〇〇〇〇〇〇円とする。 

２ 甲及び乙は、本件が現状有姿売買であり、売買物件が地盤調査及び地下埋設物調査を行ってい

ない土地であり、売買契約後に発覚した地下埋設物等（土壌汚染を含む。）の撤去費用等が乙の負

担となっていること（第 10 条参照）、その他、乙が第 11 条記載の事項を容認していること等を

評価に含めた上で、上記売買代金が定められていることを相互に確認する。 

（契約保証金） 

第４条 乙は、本契約締結と同時に、契約保証金として金〇〇〇〇〇〇円を甲に納付しなければな

らない。 

２ 前項の契約保証金は、第 19 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。 

３ 第１項の契約保証金には利息を付さない。 

４ 甲は、乙が次条に定める義務を履行しないときは、何らの通知催告を要せず本契約を解除でき

る。この場合において、第１項に定める契約保証金は、甲に帰属するものとする。 

５ 第１項の契約保証金は、次条の金額を完納したときに、甲において売買代金に充当するものと

する。 

（代金の支払） 

第５条 乙は、売買代金のうち前条第１項に定める契約保証金を除いた金〇〇〇〇〇〇円を、甲の

指定する方法で令和〇年〇〇月〇〇日までに甲に支払わなければならない。 

（登記請求書等） 

第６条 乙は、本契約締結の際にあらかじめ登録免許税の現金領収証書を添付した所有権移転登記

請求書を、甲に提出しなければならない。ただし、必要となる登録免許税の額が本契約締結時に

未確定の場合には、乙は登録免許税の額が確定次第、速やかに提出するものとする。 

（所有権の移転） 

物件番号７－２ 
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第７条 売買物件の所有権は、乙が売買代金を完納したときに乙に移転する。 

（売買物件の引渡し） 

第８条 売買物件は、前条に定める所有権が移転したときに、甲から乙へ引き渡したものとする。 

（権利譲渡の禁止） 

第９条 乙は、売買物件の所有権移転登記が完了するまでの間は、本契約に係る権利を第三者に譲

渡してはならない。 

（地盤調査及び地下埋設物調査） 

第 10 条 乙は、甲が地盤調査及び地下埋設物調査を行っていないことを了承の上、買い受けるも

のとする。 

２ 地下埋設物等（地下埋設物に起因する土壌汚染を含む。）の存在とその確認、撤去及び撤去に伴

い必要となる土地の地盤改良や補強、土壌入換等の全ての行為（以下「撤去等」という。）につい

て、甲は一切の責任を負わないものとする。 

３ 地下埋設物等の撤去等に伴い発生する費用について、甲は一切の責任を負わないものとする。 

（容認事項） 
第 11 条 乙は、次の各号の事項を確認し、承諾の上で売買物件を買い受けるものとする。 

(１) 売買物件の近隣所有者及びその所有権を取得した第三者が、将来建築基準法及び関連する

法令に適合する範囲内において建築物を建築することにより、日照・通風・眺望等の環境が変

化する場合があること 

(２) 売買物件の周辺環境及び近隣関係は変化する場合があること 

(３) 法令に基づく制限等については、将来、法令の改正等により制限が付加及び変更される場

合等があること 

(４) 売買物件には、土地のほか、当該土地に存在する全ての工作物・地下埋設物・樹木等を含

むものとすること 

(５) 越境物がある場合であっても現状有姿のまま引き渡すものとし、越境物解消のための交渉

や手続きは、乙の責任で行うものとすること 

(６) 上下水道・電力・ガス等の工事及び利用申請、整地・電柱移設・乗入設置・側溝整備の工

事等、売買物件の利用に必要となる各種の手続きや工事については、乙の責任において行うも

のとすること 

(７) 物件に係る常滑市地震ハザードマップ及び常滑市風水害ハザードマップの被害想定（ハザ

ードマップが、物件において災害時に被害がないこと等を保証するものではないことを含む。） 

(８)「令和７年度第１回一般競争入札による市有財産売払い募集 応募要領」及び入札公告に記

載された一切の事項 

(９) その他、甲乙間において売買物件につき確認したこと 

（契約不適合責任） 

第 12 条 乙は、第１条、第３条、第 10 条及び第 11 条の定めをもってしてもなお、引き渡された

売買物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないこと（以下「契約不適合」とい

う。）を証明した場合であっても、契約不適合を理由として履行の追完請求、売買代金の減額請

求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、乙が消費者契約法（平成 12

年法律第 61 号）第２条第１項に規定する消費者に該当する場合であって、契約不適合を証明し

29



た場合には、履行の追完請求、売買代金の減額請求、損害賠償の請求又は契約の解除について、

引渡しの日から２年以内に甲に対して協議を申し出ることができるものとし、甲は協議に応じる

ものとする。 

（禁止用途） 
第 13 条 乙は、売買物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77

号）第２条第２号に規定する暴力団の事務所その他これに類するものの用に供し、又はこれらの

用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し、若しくは貸してはならない。 

２ 乙は、所有権移転の日から 10 年間、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関す

る法律（昭和 23 年法律第 122 号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性

風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供し、又はこれらの用に供されることを知りな

がら、所有権を第三者に移転し、若しくは貸してはならない。 

（実地調査等） 
第 14 条 甲は、前条の定めに関し、必要があると認めるときは、乙に対して物件を調査し、又は

参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。 
２ 乙は、甲から要求があるときは、物件の利用状況等を直ちに甲に報告しなければならない。 
３ 乙は、正当な理由なく前２項に定める調査を拒み、妨げ若しくは忌避し、又は報告若しくは資

料の提出を怠ってはならない。 
（違約金） 
第 15 条 乙は、次の各号の事由が生じた場合は、それぞれ各号に定める金額（ただし、１円未満

の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。）を違約金として甲に支払わなければならない。 
(１) 第 13 条の義務に違反したときは、第３条第１項の売買代金の３割に相当する額 

(２) 前条の義務に違反したときは、第３条第１項の売買代金の１割に相当する額 

２ 前項の違約金は、第 19 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。 

（契約の解除） 
第 16 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、催告をしないで本契約を解除する

ことができる。 
（返還金等） 

第 17 条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただ

し、当該返還金には利息を付さない。 

２ 甲は、乙の負担した契約の費用は返還しない。 

３ 甲は、乙が売買に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。 

４ 乙は、本契約の解除により乙に損害が生じた場合でも、甲に対してその賠償を請求することが

できない。 

（乙の原状回復義務） 

第 18 条 乙は、甲が第 16 条に定める解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件

を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が当該物件を原状に回復させることが適

当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。 

２ 乙は、前項ただし書きの場合において、売買物件が滅失又はき損しているときは、その損害賠

償として契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。また、
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乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を甲に支

払わなければならない。 

３ 乙は、第１項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、

当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。 

（損害賠償） 

第 19 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償

を請求できる。 

（返還金の相殺） 

第 20 条 甲は、第 17 条第１項の定めにより売買代金を返還する場合において、乙が前条に定める

損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。 

（契約の費用） 

第 21 条 本契約の締結及び履行等に関して必要な費用は、乙の負担とする。 

（信義誠実の義務・疑義の決定） 

第 22 条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。 

２ 本契約に関し疑義があるときは、甲乙協議のうえ決定する。 

（裁判管轄） 

第 23 条 本契約に関する訴えの管轄は、名古屋地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。 

 

 

 上記の契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その１通を

保有する。 

 

 
 
令和〇年〇〇月〇〇日 

 
売払人  （甲）  常滑市飛香台３丁目３番地の５ 

常滑市 
常滑市長   伊 藤 辰 矢 

 
買受人  （乙）   
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市有財産売買契約書（案） 

 

 売払人 常滑市（以下「甲」という。）と買受人 〇〇〇〇〇〇〇〇（以下「乙」という。）とは、

次の条項により市有財産売買契約を締結する。 

 

（契約の目的） 

第１条 甲は、甲の所有する次条に掲げる物件を現状有姿のまま乙に売り払い、乙はこれを買い受

けるものとする。 

（売買物件） 

第２条 売買物件は、次のとおり。 

所   在 地 番 地 目 実測地積（㎡） 公簿地積（㎡） 

常滑市原松町２丁目 
193 番 学校用地 3,741 68 3,741 00 

194 番 宅地 170 36 170 36 

合   計 3,912 04 3,911 36 

（売買代金） 

第３条 売買代金は、金〇〇〇〇〇〇〇〇円とする。 

２ 甲及び乙は、本件が現状有姿売買であり、売買物件が地盤調査及び地下埋設物調査を行ってい

ない土地であり、売買契約後に発覚した地下埋設物等（土壌汚染を含む。）の撤去費用等が乙の負

担となっていること（第 10 条参照）、その他、乙が第 11 条記載の事項を容認していること等を

評価に含めた上で、上記売買代金が定められていることを相互に確認する。 

（契約保証金） 

第４条 乙は、本契約締結と同時に、契約保証金として金〇〇〇〇〇〇円を甲に納付しなければな

らない。 

２ 前項の契約保証金は、第 22 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。 

３ 第１項の契約保証金には利息を付さない。 

４ 甲は、乙が次条に定める義務を履行しないときは、何らの通知催告を要せず本契約を解除でき

る。この場合において、第１項に定める契約保証金は、甲に帰属するものとする。 

５ 第１項の契約保証金は、次条の金額を完納したときに、甲において売買代金に充当するものと

する。 

（代金の支払） 

第５条 乙は、売買代金のうち前条第１項に定める契約保証金を除いた金〇〇〇〇〇〇円を、甲の

指定する方法で令和〇年〇〇月〇〇日までに甲に支払わなければならない。 

（登記請求書等） 

第６条 乙は、本契約締結の際にあらかじめ登録免許税の現金領収証書を添付した所有権移転登記

請求書を、甲に提出しなければならない。ただし、必要となる登録免許税の額が本契約締結時に

未確定の場合には、乙は登録免許税の額が確定次第、速やかに提出するものとする。 

（所有権の移転） 

物件番号７－３ 
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第７条 売買物件の所有権は、乙が売買代金を完納したときに乙に移転する。 

（売買物件の引渡し） 

第８条 売買物件は、前条に定める所有権が移転したときに、甲から乙へ引き渡したものとする。 

（権利譲渡の禁止） 

第９条 乙は、売買物件の所有権移転登記が完了するまでの間は、本契約に係る権利を第三者に譲

渡してはならない。 

（地盤調査及び地下埋設物調査） 

第 10 条 乙は、甲が地盤調査及び地下埋設物調査を行っていないことを了承の上、買い受けるも

のとする。 

２ 地下埋設物等（地下埋設物に起因する土壌汚染を含む。）の存在とその確認、撤去及び撤去に伴

い必要となる土地の地盤改良や補強、土壌入換等の全ての行為（以下「撤去等」という。）につい

て、甲は一切の責任を負わないものとする。 

３ 地下埋設物等の撤去等に伴い発生する費用について、甲は一切の責任を負わないものとする。 

（容認事項） 
第 11 条 乙は、次の各号の事項を確認し、承諾の上で売買物件を買い受けるものとする。 

(１) 売買物件の近隣所有者及びその所有権を取得した第三者が、将来建築基準法及び関連する

法令に適合する範囲内において建築物を建築することにより、日照・通風・眺望等の環境が変

化する場合があること 

(２) 売買物件の周辺環境及び近隣関係は変化する場合があること 

(３) 法令に基づく制限等については、将来、法令の改正等により制限が付加及び変更される場

合等があること 

(４) 売買物件には、土地のほか、当該土地に存在する全ての工作物・地下埋設物・樹木等を含

むものとすること 

(５) 越境物がある場合であっても現状有姿のまま引き渡すものとし、越境物解消のための交渉

や手続きは、乙の責任で行うものとすること 

(６) 上下水道・電力・ガス等の工事及び利用申請、整地・電柱移設・乗入設置・側溝整備の工

事等、売買物件の利用に必要となる各種の手続きや工事については、乙の責任において行うも

のとすること 

(７) 物件に係る常滑市地震ハザードマップ及び常滑市風水害ハザードマップの被害想定（ハザ

ードマップが、物件において災害時に被害がないこと等を保証するものではないことを含む。） 

(８)「令和７年度第１回一般競争入札による市有財産売払い募集 応募要領」及び入札公告に記

載された一切の事項 

(９) その他、甲乙間において売買物件につき確認したこと 

（契約不適合責任） 

第 12 条 乙は、第１条、第３条、第 10 条及び第 11 条の定めをもってしてもなお、引き渡された

売買物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないこと（以下「契約不適合」とい

う。）を証明した場合であっても、契約不適合を理由として履行の追完請求、売買代金の減額請

求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、乙が消費者契約法（平成 12

年法律第 61 号）第２条第１項に規定する消費者に該当する場合であって、契約不適合を証明し
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た場合には、履行の追完請求、売買代金の減額請求、損害賠償の請求又は契約の解除について、

引渡しの日から２年以内に甲に対して協議を申し出ることができるものとし、甲は協議に応じる

ものとする。 

（建物等の解体撤去条件） 
第 13 条 乙は、所有権移転の日から３年以内に、売買物件上に存する建物（付属建物、付帯設備、

建物内の付属・付帯設備、建物内の動産、当該土地に存する一切の工作物、地下埋設物、樹木等

を含む。以下「本件建物等」という。）を解体撤去しなければならない。 

２ 売買物件の引渡し後の本件建物等の管理及び解体撤去に要する一切の費用は、乙の負担とする。 
３ 本件建物等の解体撤去に伴い、官公署等との協議、届出、許可等が必要な場合は、乙の責任に

おいてその一切を行うものとする。 
４ 本件建物等の解体撤去に伴う苦情等への対応及び第三者に損害を与えた場合の対応一切は、全

て乙において行うものとする。 
５ 乙は、本件建物等の解体撤去が完了したときは、速やかに書面により甲に報告しなければなら

ない。 
６ 乙は、やむを得ない事由により第１項に定める期限を延長する必要がある場合、あらかじめ延

長する理由を付した書面及び甲が求める資料を提出し、甲から承認を得なければならない。 
（土地利用条件） 
第 14 条 乙は、所有権移転の日から 10年以内に売買物件を戸建て住宅用地として宅地造成し、分

譲販売を開始しなければならない。 
（禁止用途） 
第 15 条 乙は、売買物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77

号）第２条第２号に規定する暴力団の事務所その他これに類するものの用に供し、又はこれらの

用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し、若しくは貸してはならない。 

２ 乙は、所有権移転の日から 10 年間、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関す

る法律（昭和 23 年法律第 122 号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性

風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供し、又はこれらの用に供されることを知りな

がら、所有権を第三者に移転し、若しくは貸してはならない。 

（実地調査等） 
第 16 条 甲は、第 13 条から第 15 条までの定めに関し、必要があると認めるときは、乙に対して

物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。 
２ 乙は、甲から要求があるときは、物件の利用状況等を直ちに甲に報告しなければならない。 
３ 乙は、正当な理由なく前２項に定める調査を拒み、妨げ若しくは忌避し、又は報告若しくは資

料の提出を怠ってはならない。 
（違約金） 
第 17 条 乙は、次の各号の事由が生じた場合は、それぞれ各号に定める金額（ただし、１円未満

の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。）を違約金として甲に支払わなければならない。 
(１) 第 13 条から第 15 条までの義務に違反したときは、第３条第１項の売買代金の３割に相当

する額 

(２) 前条の義務に違反したときは、第３条第１項の売買代金の１割に相当する額 
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２ 前項の違約金は、第 22 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。 

（買戻特約） 
第 18 条 甲は、乙が第 13 条から第 15 条までの定めに違反したときは、売買物件を買い戻すこと

ができる。 

２ 前項の定めにより買い戻すことができる期間は、所有権移転の日から 10 年間とする。 

３ 甲及び乙は、所有権移転登記と同時に、甲の買戻しの特約の設定登記を行うものとする。 

４ 乙は、前項の特約登記に必要な資料を、第６条の書類とともに甲に提出しなければならない。 

５ 乙は、売買物件が第 13 条及び第 14条に定める整備等が完了したときであって、本条に定める

特約登記を抹消する必要がある場合は、必要書類を添えて甲に申請しなければならない。 

６ 第３項及び前項の登記に要する費用は、乙の負担とする。 
（契約の解除） 
第 19 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、催告をしないで本契約を解除する

ことができる。 
（返還金等） 

第 20 条 甲は、第 18 条の買戻権又は前条の解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返

還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。 

２ 甲は、乙の負担した契約の費用は返還しない。 

３ 甲は、乙が売買に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。 

４ 乙は、甲による売買物件の買戻し又は本契約の解除により乙に損害が生じた場合でも、甲に対

してその賠償を請求することができない。 

（乙の原状回復義務） 

第 21 条 乙は、甲が第 18 条の買戻権又は第 19 条の解除権を行使したときは、甲の指定する期日

までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が当該物件を原状に回復

させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。 

２ 乙は、前項ただし書きの場合において、売買物件が滅失又はき損しているときは、その損害賠

償として契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。また、

乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を甲に支

払わなければならない。 

３ 乙は、第１項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、

当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。 

（損害賠償） 

第 22 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償

を請求できる。 

（返還金の相殺） 

第 23 条 甲は、第 20 条第１項の定めにより売買代金を返還する場合において、乙が前条に定める

損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。 

（契約の費用） 

第 24 条 本契約の締結及び履行等に関して必要な費用は、乙の負担とする。 

（信義誠実の義務・疑義の決定） 
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第 25 条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。 

２ 本契約に関し疑義があるときは、甲乙協議のうえ決定する。 

（裁判管轄） 

第 26 条 本契約に関する訴えの管轄は、名古屋地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。 

 

 

 上記の契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その１通を

保有する。 

 

 
 
令和〇年〇〇月〇〇日 

 
売払人  （甲）  常滑市飛香台３丁目３番地の５ 

常滑市 
常滑市長   伊 藤 辰 矢 

 
買受人  （乙）   
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A4サイ ズに縮小し ており 、 縮尺は実際の図面と は異なり ま す。

座標値等を も と にご検討く ださ い。

（参考）

各物件の測量図等の写し
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新開町１ 丁目53番

① 測量図（ 新開町１ 丁目53番）
② 建物平面図（ 新開町１ 丁目53番）

データ の取り 込み作業等によ り 、 縮尺は実際の図面と は異なり ま す。

座標値等を も と にご検討く ださ い。

物件番号７ －１

38



SC1

K13

K4

PN1

1
8.

23
9

9. 988

1
8 . 2

11

10. 007

53

求積表

地  番 53

NO Xn Yn Yn+1-Yn-1 Xn・ ( Yn+1-Yn-1)

SC1 -123153. 802 -30714. 714 -8. 517 1048900. 931634

K13 -123171. 982 -30713. 253 11. 418 -1406377. 690476

K4 -123171. 192 -30703. 296 8. 517 -1049049. 042264

PN1 -123153. 038 -30704. 736 -11. 418 1406161. 387884

合  計 -364. 413222

合  計  面  積 182. 2066110

地  積 182. 20 ㎡

常滑市新開町一丁目５ ３ 番

S=1/250

仮測量図
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洋間
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原松町２ 丁目162番、 163番

① 測量図（ 原松町２ 丁目162番、 163番）

データ の取り 込み作業等によ り 、 縮尺は実際の図面と は異なり ま す。

座標値等を も と にご検討く ださ い。

物件番号７ －２
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原松町２ 丁目193番、 194番

① 測量図（ 原松町２ 丁目193番、 194番）
② 越境部分について（ 原松町２ 丁目193番）

データ の取り 込み作業等によ り 、 縮尺は実際の図面と は異なり ま す。

座標値等を も と にご検討く ださ い。

物件番号７ －３
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